
議 第 １ 号   

 

市道路線の認定について 

 

道路法第８条第２項の規定により、次のとおり市道路線に認定する。 

 

令和７年２月７日提出 

 

                       沼津市長  賴 重 秀 一   

 

路 線 認 定 調 書 

                               （単位：ｍ）  

路線名 

起      点 

 

終      点 

路 線 総 延 長 

実延長 
重 用 

延 長 

橋 梁 

延 長 

備  考 

（幅 員） 

１級幹線 （参考図 №１） 

01060 

号線 

東椎路    1832番 地先から 1,043.7 

西椎路     193番４地先まで 1,043.7 － － 4.9～12.8 

１ブロック （参考図 №２ №３） 

11014 

号線 

大岡     3505番３地先から 247.2 

大岡     3440番33地先まで 247.2 － － 5.0～ 6.0 

11015 

号線 

足高      41番16地先から 832.2 

足高      ６番29地先まで 832.2 － － 9.0～13.5 

２ブロック （参考図 №４） 

21007 

号線 

東椎路    288番１地先から 49.3 

東椎路    288番５地先まで 49.3 － － 5.0 

 

 

 

 

 

－議第１号－  



 

路線名 

起      点 

 

終      点 

路 線 総 延 長 

実延長 
重 用 

延 長 

橋 梁 

延 長 

備  考 

（幅 員） 

３ブロック （参考図 №５～№９） 

31020 

号線 

大岡      1200番９地先から 121.5 

大岡      1202番13地先まで 121.5 － － 5.0～ 6.0 

31021 

号線 

大岡      1200番10地先から 65.8 

大岡      1203番11地先まで 65.8 － － 5.0 

31022 

号線 

大岡       261番14地先から 87.7 

大岡       274番８地先まで 87.7 － － 5.0 

31023 

号線 

大岡      3077番25地先から 89.9 

大岡      3080番７地先まで 89.9 － － 6.0 

31024 

号線 

高島町      31番４地先から 20.6 

高島町      31番４地先まで 20.6 － － 3.0 

31025 

号線 

白銀町      19番 地先から 122.8 

白銀町      30番 地先まで 122.8 － － 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－議第１号の２－ 



（参考図№１）１級幹線 

１：７，０００ －議第１号の３－ 



（参考図№２）１ブロック 

１：１，０００ －議第１号の４－ 



－議第１号の５－ １：２，５００ 

（参考図№３）１ブロック 



－議第１号の６－ １：１，０００ 

（参考図№４）２ブロック 



－議第１号の７－ １：１，０００ 

（参考図№５）３ブロック 



１：１，０００ 

（参考図№６）３ブロック 

－議第１号の８－ 

（参考図№６）３ブロック 



－議第１号の９－ 
１：１，０００ 

（参考図№７）３ブロック 



１：１，０００ 

（参考図№８）３ブロック 

－議第１号の10－ 
１：１，０００ 

（参考図№８）３ブロック 



－議第１号の11－ 

１：１，０００ 

（参考図№９）３ブロック 


